
終活を怠った事で起きた

大きな問題事例３選
大家さん大学講座



設    立 ：2021年4月1日

主な活動 ：➀相談対応 :老後のお悩み解決や希望の実現に向けて関連企業や

 専門家をコーディネートする役割

     ②講演活動 :終活の啓発に向けて年間60～70回の講演を行なう

     ※主な活動エリア：都内全域(離島は除く)・神奈川県(主に横浜市)

活動原資 ：関連企業・専門家からの会員費と協賛金

登録/協定：中野区パートナシップ協定
エンドオブライフケア学会登録会員

       東京都保健医療局「がんポータル」がん患者支援登録団体
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問題事例１：相続争いによる空き家問題
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兄弟やその子どもには遺留分（最低限もらえる遺産の権利）が無い為、

『残った遺産は全て妻に』という遺言があれば問題解決。

被相続人
？ ？

こどもがいない夫婦のケース。夫が無くなり妻は施設入居。施設入居後に自宅を売却する為に

夫名義の自宅を妻の名義に変えようと相続手続き開始。遺言を作っていなかったため、
相続人と遺産分割協議に。相続人となる兄弟との仲が悪く協議がまとまらず、不動産名
義を変える事ができない為、売却ができずにそのまま空き家に。



対策：遺言書の作成

4(C) 2026  npo-tssc

自筆証書遺言 公正証書遺言

作成方法
・遺言の全文・氏名・日付を自書し、

押印して作成するもの

・公証役場で、公証人が本人と証人2人

に遺言の内容を読み聞かせし、本人が希

望する内容に問題が無ければ各自署名

捺印をして作成するもの

メリット ・費用がかからない

・法的に有効な遺言を確実に残すことが

できる

・意思判断能力の裏付けが取れる事で

相続時の揉め事回避に繋がる

デメリット

・遺言書が無効になるリスク

・紛失、盗難、強制記述などのリスク

・遺言書の有効性を判断するために家庭

裁判書の検認手続きが必要(1～2か月)

・費用がかかる

遺言は、意思判断能力が無くなると作成する事ができない。
また、最後の日付で作成された遺言が優先される。



自筆証書遺言保管制度のご案内

自筆証書遺言保管制度のご案内
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問題事例２：認知症による不動産投資への制限
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賃貸物件を所有されている大家さん。認知症が進行し、自身で判断ができなくなってし
まった為、成年後見制度を利用し物件の管理を継続。その後、所有しているアパートの

売却または建て替えを検討し後見人に相談したが、裁判所の許可が下りないとの事で
売却や建て替えができなくなってしまった。

法定後見 任意後見

意思能力に問題なし

意思能力に問題あり
（認知症などで）

意思能力に
問題あり

裁判所による
成年後見人の選任

裁判所による
後見監督人の選任

任意後見契約
(不動産売却・活用の権限付与)



その他の対策：家族信託
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被後見人名義の資産

現金

有価証券 不動産

自由が効かなくなる

家族信託

不動産

委託者(父)

受託者(子)受益者(父)

成年後見制度は、原則被後見人の財産を守る事が目的の為、積極的な建て替えやリ
ノベーション、不動産売買には制限がかかってしまう。こうしたことから、認知機能がある段階か

ら専門家に相談し、家族信託なども活用し、制限かかからないよう対策する事が望ましい。
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問題事例３：行政による死後対応+無縁墓問題
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身寄りがない、親族と疎遠など様々な理由から自分の死後対応をしてくれる人がいない場合、

最終的に行政が遺体を引き取り、相続人がいない又は対応しない場合、ご自身のお墓が
あっても行政の合祀墓へ納骨となります。このような所謂「おひとりさま」の増加により、行政
による死後対応件数が年々増加する事に加え、無縁墓の問題も増加傾向にある。

プラス財産の清算
(口座・保険解約・不動産処分など)

＋
マイナス財産の清算
(ローン返済・各所支払いなど)

⇩

残った財産を
相続又は遺贈

遺
言
執
行
者

遺言執行者:弁護士・司法書士・行政書士など

死後事務委任契約
✓ 第三者による死後対応
✓ 納骨後にお墓じまい
✓ ペットの行く末を託す

お
金
の
こ
と

実 

務



対策：高齢者等終身サポート事業者の活用
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業界の監督官庁が無い為、毎月の費用が発生するのにサービスがされない、倒産
して預けたお金が返ってこない、寄付を強要されたなどの問題も顕在化しています。

身の回りの支援をしてくれる身内がいない、または身内がいたとしても支援が受けれ
ないなどの理由で、家族に代わって様々な支援をするのが高齢者等終身サポート事業者。

身元保証契約 生活サポート契約 死後事務委任契約

➢ 緊急連絡先

➢ 入退院手続き

➢ 施設入居手続き

➢ 身元引受け

※医療同意は不可

➢ 定期連絡・訪問

➢ 介護保険外サービス
 (銀行・買物付添いなど)

➢ 各種相談対応
(施設入居・自宅処分など)

➢ 意思決定支援
(ケアプラン同意・ACPなど)

➢ 葬儀・火葬・納骨

➢ ご供養

(各法要・永代供養など)

➢ 墓じまい

➢ 各種連絡・届出・中止

➢ 家財・病床整理

➢ 残されたペットの対応

5,500円～/月又は都度請求
預託金：77万円～
遺産で清算も可

初期費用：22万円～



対策：団体登録事業者の活用
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➢ 歴史のある大企業～中小企業を中心に１０社にて団体設立
➢ ガイドライン推進、研修、広報などの委員会を設立し組織作り

➢ 中小企業を中心に7社にて団体設立
➢ 正会員・準会員・研修会員制度により積極的な入会促進を行う

消費者に安心して利用してもらう為のガイドラインの普及や監督官庁が設立するまでに
必要な基準などの整備を行う事を目的に昨年2つの団体が設立された。
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最後までご視聴いただき誠にありがとうございました
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